
 

    

 

 

 

 

 

再  評  価  実  施  要  領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 事業の流れと再評価（国土交通省所管公共事業） 

○ 国土交通省所管公共事業の再評価実施要領 

○ 河川及びダム事業の再評価実施要領細目 

○ 港湾整備事業及び海岸事業の再評価実施要領細目 

資料－７ 



 

事業の流れと再評価（国土交通省所管公共事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他社会経済情勢の急激な変化等により再評価の実施の必要性が生じた場合:Ｅ 
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